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問合せ 台東保健所保健サービス課 TEL（3847）9406　介護予防・地域支援課 TEL（5246）1225

７月１日から熱中症警戒アラート（試行）が関東甲信地方で始まりました

「新しい日常」を
あたりまえの
　　　　 日常に

密閉×

　熱中症警戒アラート（試行）は環境省・気象庁が新たに提供する、暑さへの「気づき」
を呼びかけて予防行動をとっていただくための情報です。熱中症の危険性が非常に高い
暑熱環境が予測される時に、その前日の夕方または当日に発表されます。
※環境省の熱中症情報等詳しくは右記二次元コードをご確認ください。

乳幼児の注意点
　乳幼児は、背が低かったり、ベビーカーの利用などで
大人よりも地面に近い環境で過ごすことが多かったりと
地表からの熱を受けやすくなります。また、体温調節機
能が十分に発達していないため特に注意が必要です。

高齢者の注意点
　高齢者は、暑さやのどの渇きに気付きにくくなる特
徴があります。自覚がないのに熱中症になることがあ
るので、こまめに水分補給しましょう。

高齢者・乳幼児は特にご注意ください

・日陰やクーラーの効いた室内に移動する
・衣類をゆるめて休む
・濡れタオル等で体を冷やす
・水分・塩分を補給する
※症状が改善しない時は
　早めに医療機関を受診
　しましょう。

めまい、顔のほてり、筋肉痛や
筋肉のけいれん、体のだるさや
吐き気などを感じたら…

「新しい日常」における熱中症予防のポイント
●マスク着用時はいつも以上に気をつけましょう
　マスクを着用していると、マスクで温められた外気を吸い込むため体が冷やされず、体内に
熱がこもる原因の１つになります。また、口の中が湿っているため、のどの渇きを感じにくく、
自覚がないうちに脱水状態になりやすくなります。マスク着用時は、負荷のかかる作業や運動
を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マスクをはずして休憩しましょう。
※屋外で人と十分な距離（2ｍ以上）を確保できるときはマスクをはずしましょう。

●暑さを避けましょう
　感染症を予防するためには、冷房時でも換気扇や窓開放によって換気を確保する必要があります。この場合、室
内温度が高くなるため熱中症予防のためにエアコンの温度設定をこまめに調整しましょう。

今年は例年以上に熱中症に気をつけましょう
～よく知って、しっかり予防を！～



新型コロナウイルス感染症予防対策に取り組む店舗を次の3点で応援しています。詳しい応援内容は以下のとおりです。

新しい日常取組店舗を応援します！
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【電子申請】窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。〈台東区情報システム課
TEL 5246−1031〉

「特別定額給付金」を口実とした
詐欺にご注意ください！

区職員や総務省などが以下を行うことは絶対にありません！
×ATM（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作をお願いすること
×受給にあたり、手数料の振込みを求めること
×メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

●暗証番号　●通帳　●マイナンバー　●口座番号　●キャッシュカード
絶対に教えない！渡さない！

・新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン　 TEL 0120－213－188
・警察相談専用電話　 TEL #9110
・お近くの警察署
　上野警察署　 TEL（3847）0110　下谷警察署　 TEL（3872）0110
　浅草警察署　 TEL（3871）0110　蔵前警察署　 TEL（3864）0110

「怪しいな」と思ったらご相談ください

問合せ台東区生活安全推進課 TEL（5246）1044

特別定額給付金（1人10万円）申請を受付けています
申請期限 9月1日㈫まで（消印有効）

給付対象者 令和2年4月27日において台東区に住民登録のある方　 受給権者 給付対象者の属する世帯の世帯主

郵送申請
〈必要書類〉添付漏れが大変多くなっています。封入前に今一度ご確認ください。
①本人確認書類
　（運転免許証・健康保険証などの写し）
②振込先口座確認書類
　（通帳・キャッシュカード・インターネットバンキングの画面などの写し）
〈振込までの期間〉申請受付から3～4週間で口座振込
※振込手続きを優先しているため、給付額決定通知書は口座入金後に発送します。

オンライン申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、特別定額給付金
のオンライン申請（マイナポータル経由）も可能です。
申請方法は右記二次元コードよりご確認ください。

台東区緊急経済対策コールセンター
TEL 0120-001-556

・特別定額給付金の支給に関すること
・国や都の緊急経済対策に関すること

（区HPでもご案内しています。詳しくは右記二次元コードよりご確認ください。）

 新型コロナウイルス感染防止を
目的として、

区に寄附をいただきました
　新型コロナウイルス感染症への対応に関して、区民や事業者等の皆さまから区へ寄
附・寄贈をいただきました。ご厚意に深く感謝いたします。これらの寄附は、保健所、
医療・介護施設、学校・保育園等で有効に活用させていただきます。
※6月29日現在、公表のご了承をいただいている方のみ掲載しております。
※その他、多くの方よりご支援をいただいております。

新型コロナウイルス感染症に関する寄附・寄贈
寄附・寄贈者（敬称略） 寄附・寄贈の内容

東京都建築士事務所協会台東支部 マスク300枚
第一生命保険㈱上野総合支社 マスク1,000枚
津泉㈱ マスク12,000枚
横尾邦子 手作りマスク（幼児用）91枚
眞島一平 消毒用アルコール1斗
菅沼敬子 除菌洗剤（ニッセンミラクル）170リットル
ケイ薬局 マスク110枚
山早苗 消毒用エタノール1リットル

●注意喚起パンフレットの配布
　主に飲食店向けに、感染予防対策の行動をわかりやすく説明したパンフレット「東京
都感染拡大防止ガイドライン～新しい日常の定着に向けて～」を6月26日より順次ポ
スティングしました。
※ポスティング対象店舗は、食品衛生法に基づく営業許可を受
けた客席のある店舗です。

「新型コロナウイルス　感染拡大防止ガイドライン」を
YouTube台東区公式チャンネルでご覧いただけます。右記二
次元コードよりご確認ください。
問合せ生活衛生課 TEL（3847）9401

●注意喚起シールの配布
　「事業者の取組み」や「お客様への協力依頼」等、感染予防策を講じていることを示す、
注意喚起ピクトグラム（シール状）を希望者に配布します。
▷ピクトグラムの種類
　・10種類、各2サイズ（A7、A6版）
　・多言語（日本語、英語、中国語）表記
▷配布場所
　・各区民事務所・同分室、地区センター
　・浅草文化観光センター
　・区役所9階③番　観光課
問合せ観光課 TEL（5246）1447

　宣言店のうち、希望する店舗については区発行産業情報誌「Networkたいとう」
（各回5万部発行）で紹介します。掲載希望の方は、以下の手順でご応募ください。
▷対象　左記の「宣言店ステッカー」により「新しい日常」に取り組む宣言をして
いる区内店舗
▷募集事業所数　各回60事業所
▷申込方法　「東京共同電子申請」で検索し、「台東区」を申請先で選択後、「ネッ
トワークたいとう」でキーワード検索し、手続きを選択（下記二次元コードよ
り電子申請可）
▷申込締切日　7月31日㈮（8月号）、8月31日㈪（9月号）、
　9月30日㈬（10月号）
問合せ産業振興課 TEL（5246）1142

●台東区オリジナルの新しい日常取組宣言書と
宣言店ステッカーの配布および宣言店のPR

新しい日常に取り組んでいることへのPRを応援！応援
その3

宣言店ステッカー・宣言書

　主に飲食店向けに、店舗の経営者
や店長等が自ら感染予防の対策を所
定用紙に書き込み、店内に掲出する
宣言書と、店頭に宣言店であること
を示すステッカーを6月26日より
順次ポスティングしました。
※ポスティング対象店舗は、「応援
その1」と同じ店舗です。

問合せ産業振興課
TEL（5246）1415

ピクトグラムの例

※申請書が届いていない場合は、台東区緊急経済対策コールセンターまでお問合せください。
※申請内容に不備があった方に対して不備通知を順次発送しています。内容をご確認のうえ、
ご返送ください。

事業者とお客様、
みんなで新しい日常に取り組むことを応援！

応援
その2新しい日常の取り組みを知ることを応援！応援

その1

Networkたいとう感染予防取組店舗PR号への掲載店舗を募集します



あれ？
新型コロナ
かしら？

体調がおかしいと思ったら
まずは電話で相談しましょう
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【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

強いだるさや息苦しさがある方、風邪のような症状・発熱が続く方は下記へご相談ください。
※かかりつけ医のいる方はそちらへ電話でご相談ください。

不安に思う方は下記へご相談ください。（微熱や軽い咳が出ている、感染したかもしれない、においや味を感じない）

●月～金曜日 午前9時～午後5時
※土・日曜日・祝日を除く

TEL 03-3847-9402（台東区）

●月～金曜日 午後5時～翌日午前9時
※土・日曜日・祝日は終日

TEL 03-5320-4592（東京都）

●午前9時～午後10時
TEL 0570-550571

聴覚に障害のある方などからの相談
FAX 03-5388-1396

新型コロナウイルス感染症電話相談窓口

帰国者・接触者電話相談センター

（東京都福祉保健局）

聴覚に障害のある方などからの相談
FAX 03-3841-4325（台東区）

新型コロナウイルス
接触確認アプリ（COCOA）
をインストールしましょう
　「新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA）」は、利用者本人の同意を前提
に、スマートフォンの近接通信機能（Blue
tooth）を利用して、お互いに分からない
ようにプライバシーを確保して、新型コロナ
ウイルス感染症の陽性者と接触した可能性に
ついて、通知を受けることができるスマート
フォンアプリです。
　詳しくは、厚生労働省HP（下記二次元コー
ド）をご覧ください。

雇用調整助成金等の申請支援
～雇用調整助成金に関する

無料相談支援の期間を延長します～

　新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を
受ける、または、その恐れがある中小企業者等を支援す
るため、特別相談窓口を設置しています。
▷相談内容
	 ・国の持続化給付金、家賃支援給付金、都の感染拡大
　　防止協力金などの中小企業支援策
　・経営に関する相談　・資金繰り相談　など
▷受付時間　午前10時～午後4時
　（土・日曜日・祝日を除く）
▷問合せ
　・資金繰りに関する相談は産業振興課融資担当
　　 TEL（5829）4128
　・中小企業支援策や経営に関する相談（事前予約制）
　　は台東区産業振興事業団経営支援課商工相談担当
　　 TEL（5829）4125

中小企業振興センターに
新型コロナウイルス感染症に関する
特別相談窓口を設置しています

　区内中小企業が国の雇用調整助成金等の制度を利用するにあた
り、社会保険労務士による無料相談支援を行っています。雇用調
整助成金の特例措置が9月30日㈬まで延長されたことに伴い、無
料相談支援の期間を延長します。
▷相談支援　①雇用調整助成金　②新型コロナウイルス感染症に
よる小学校休業等対応助成金
▷対象　区内に本店または事業所のある中小企業の事業主、区内
に事業所のある個人事業主
▷支援内容	 ・制度概要説明　・申請書類等の手続きに関する相談、
助言　・申請に伴う制度整備に関する相談、助言

▷時間・回数　1回につき2時間以内、1社最大5回まで（事前予約制）
▷相談予約受付期間　9月18日㈮まで（相談支援は9月30日㈬ま
で実施）
▷問合せ　台東区産業振興事業団経営支援課商工相談担当
　 TEL（5829）4125

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の加入者へ

●保険料の減免制度　新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少した世帯等は、申請により減免が受けられます。対象者・要件等は下表を
ご覧ください。

●傷病手当金の支給　対象新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方※給与などの支払いを
受けている方に限ります。　支給対象となる日数労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労を予定していた日　支給額直近の継続した3か月の給
与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数　適用期間 2年1月1日～9月30日（ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで）
問合せ国民健康保険「台東区国保コールセンター」 TEL（6365）2718　後期高齢者医療「広域連合お問合せセンター」 TEL 0570－086－519

国民健康保険料 後期高齢者医療保険料 介護保険料

対象者・要件

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者※1が死亡または重篤な傷病を負った世帯※2

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者※1の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入（以下「事業収入等」といい
ます）の減少が見込まれ、次のア～ウ（介護保険料はエ・オ）の全てに該当する世帯※2

世帯の主たる生計維持者について、
ア事業収入等のいずれかの減少額※3が前年※4の当該事業収入等の額の10分の３以上
イ前年※4の合計所得金額が1,000万円以下
ウ当該事業収入等に係る所得以外の前年※4所得の合計額が400万円以下

世帯の主たる生計維持者について、
エ事業収入等のいずれかの減少額※3が前年※4
の当該事業収入等の額の10分の3以上
オ当該事業収入等に係る所得以外の前年※4所
得の合計額が400万円以下

減免される額 全部または一部（条件によります） 全部または10分の8

対象となる保険料 令和元年度分および令和2年度分の保険料で、2年2月1日～3年3月31日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の
支払日）が設定されているもの

問合せ 台東区国保コールセンター
TEL（6365）2718

国民健康保険課後期高齢者保険係
TEL（5246）1491

介護保険課資格・保険料担当
TEL（5246）1242・1246

※1、※2…後期高齢者医療保険料・介護保険料は、※1を「被保険者の属する世帯の主たる生計維持者」、※2を「者」と読み替えてください。
※3…保険金、損害賠償等により補填される場合は、その金額を控除します。　※4…前年とは、平成31年1月1日～令和元年12月31日までの1年間を指します。



広報

　戸籍住民サービス課各窓口の待ち人数、呼出し済み受付番号の情報を専用サ
イトからリアルタイムで配信しています。パソコン、携帯電話、スマートフォン
等インターネットに接続できる環境があれば、ご自宅や外出先からでも窓口の混
雑状況を確認できます。
　混雑している日や、時間帯を避けて窓口に来庁いただけるほか、窓口が混雑し
て呼出しまでに長時間お待たせする場合、一旦外出して、窓口か
らの呼出し状況を確認しながら、他の用件を済ませていただくこ
とも可能です。ぜひご活用ください。
　利用方法については、右記二次元コードよりご確認ください。
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に
な
る

〈
有
権
者
か
ら
政
治
家
へ
〉

　
求
め
な
い
！

　
お
歳
暮
、
中
元

　
お
断
り

〈
政
治
家
か
ら
有
権
者
へ
〉

　
受
け
取
ら
な
い
！

　
お
見
舞
い
、
差
し
入
れ

　
気
を
付
け
て

　
明
る
い
選
挙
の
た
め
に
、
み
ん
な
で

三
つ
の
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▽
問
合
せ　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
４
６
１

「
還
付
金
詐
欺
」
に
ご
注
意
く

だ
さ
い

　
区
役
所
な
ど
の
職
員
が
、「
医
療
費

や
保
険
料
の
還
付
金
」「
給
付
金
」
な

ど
の
手
続
き
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な

電
話
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の

現
金
自
動
預
払
機
）
の
操
作
を
求
め

る
●
取
引
銀
行
や
口
座
番
号
な
ど
の
個
人

情
報
を
照
会
す
る

●
手
数
料
な
ど
の
振
り
込
み
を
求
め
る

　
ま
た
、
法
務
省
等
を
騙
っ
た
架
空
請

求
ハ
ガ
キ
が
届
い
て
も
連
絡
先
に
電
話

し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
ら
、

迷
わ
ず
110
番
ま
た
は
、
最
寄
り
の
警
察

署
や
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
生
活
安
全
推
進
課

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
０
４
４

原
爆
に
被
爆
さ
れ
た
方
に
見

舞
金
を
支
給
し
ま
す

▽
対
象　
被
爆
者
健
康
手
帳
を
お
持
ち

で
８
月
１
日
現
在
区
内
在
住
の
方

▽
支
給
額　
１
万
円
（
預
貯
金
口
座
に

振
込
み
）

▽
申
請
方
法　
事
前
連
絡
の
上
、
郵
送

に
よ
る
申
請
が
で
き
ま
す
。
印
鑑
・

被
爆
者
健
康
手
帳
・
本
人
名
義
の
預

金
通
帳
が
必
要
で
す
。

※
昨
年
受
給
し
た
方
は
申
請
不
要
で
す
。

※
代
理
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は
、
右

記
の
ほ
か
、
代
理
人
の
本
人
確
認
書

類
・
印
鑑
が
必
要
で
す
。

▽
申
請
期
間　
８
月
３
日
㈪
～
28
日
㈮

※
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く

▽
問
合
せ　
福
祉
課
（
区
役
所
３
階
⑤

番
）
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
１
７
２

広告

戸籍住民サービス課（区役所1階）窓口の混雑状況を
リアルタイムでお知らせしています

　全般的に下記の日時は大変混み合う場合がありますので、あらかじめご了承
ください。
・午前11時～午後3時頃
・月曜日および休日明けの開庁日
・住所異動の多い時期（3月中旬～4月中旬頃）
・一般的な長期休暇時期（12月末～1月上旬、8月10日～20日頃等）
・お日柄のよい日（大安など）
・覚えやすい日（2月14日、7月7日、11月22日、12月24日・25日などの月
日のそろっている日、記念日や行事等）

・雨天等、荒天となった日の翌開庁日
　大変ご迷惑をおかけいたしますが、時間に
ご都合がつく場合は、これらの日時等を避け
てご来庁くださいますよう、ご協力をお願い
します。
　窓口混雑予想カレンダーやお近くの区民事
務所・同分室、地区センターで可能な手続きは、
右記二次元コードよりご確認ください。

窓口の混雑が予想される日時

区民事務所・同分
室、地区センター
で可能な手続き

窓口混雑予想カレ
ンダー

区役所1階（戸籍住民サービス課）の
窓口混雑状況について●配信内容

　区の取り組みやイベント等の区政情報や危機管理などの情報を
発信します。
●配信方法　・原則、平日日中に不定期に発信します。
　　　　　　・個別のコメント等に対する回答はしません。

●利用について
・LINEについて
　無料通話やチャット（トーク）を行うこ
とができる、スマートフォンやパソコン等
向けの、コミュニケーションアプリです。
ご利用にはスマートフォン等にLINEアプ
リをダウンロードする必要があります。
・登録について
　台東区公式LINEのメッ
セージを受信するためには
登録が必要です。
　右記の登録用コードを読
み取れば登録できます。 登録用コード

台東区公式LINEで情報を発信しています！

画面イメージ

メッセージ

リッチメニュー
※各公式ページ
にアクセスで
きます。

区の防災行政無線※やテレビ等の情報に注意し、下記情報が出たら、速やか
に避難行動等を開始してください。
※天候などによってうまく聞き取ることができなかった場合、「自動音声サービス」
TEL（5246）4057でご確認ください。

問合せ 危機・災害対策課 TEL（5246）1094

警戒レベル1・2では、気象庁から早期注意情報や大雨・洪水注意報等が発表
されたら、避難に備え心構えを高め、ハザードマップ等により、自らの避難
行動を確認しましょう。

〈避難情報等〉
警戒レベル 避難行動等 避難情報等

警戒レベル5
既に災害が発生している
状況です。
命を守るための最善の行
動をとりましょう。

災害発生情報
災害が実際に発生しているこ
とを把握した場合に、可能な
範囲で発令

〈区が発令〉

警戒レベル4
速やかに避難先へ避難し
ましょう。
公的な避難場所までの移
動が危険と思われる場合
は、近くの安全な場所や、
自宅内のより安全な場所
に避難しましょう。

避難勧告
避難指示（緊急）

地域の状況に応じて、緊急また
は重ねて避難を促す場合等に発
令

〈区が発令〉

警戒レベル3 避難に時間を要する人
（高齢者・障害のある方、
乳幼児等）とその支援者
は避難しましょう。その
他の人は、避難の準備を
整えましょう。

避難準備・高齢者等
避難開始
〈区が発令〉

全員が
危険な場所から

避難

高齢者等は
危険な場所から

避難

　気象情報や区からの避難情報をお知らせする「たいとう防災気象情報メール」
や「防災アプリ」をご利用ください。※通信費は利用者負担

 〈防災アプリ〉〈たいとう防災
気象情報メール〉

iPhone用Android用

水害・土砂災害における
警戒レベルについて

問合せ 危機・災害対策課（区役所10階①番） TEL（5246）1094

防災用品のあっせんを行っています
▷あっせん用品
　家具転倒防止器具、消火器、非常食、防災頭巾など避難用品、
水害対策用品、簡易トイレ等
▷申込方法
　はがきかファックスで直接あっせん先（東京都葛飾福祉工
場）へ申込み
▷配送・支払方法
　自宅へ配送・代金は品物の受取時に支払い
※詳しくは、区役所10階①番危機・災害対策課、区民事務所・
同分室、地区センターで配布するパンフレットか区HP（右
記二次元コード）をご覧ください。

▷問合せ　危機災害対策課
　 TEL（5246）1094

避難情報などを入手できるようにしましょう！

問合せ 戸籍住民サービス課 TEL（5246）1161

問合せ 広報課 TEL（5246）1021



●
金
婚

 　
森
岡
保
紀
・
稔
子
（
清
川
２
）

●
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚

　
小
坂
井
大
・
静
子
（
三
筋
１
）

　
遠
藤
俊
隆
・
美
代
子
（
鳥
越
１
）

　
金
婚
は
結
婚
50
周
年
（
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
婚
は
60
周
年
）
を
迎
え
た

ご
夫
婦
で
、
５
月
ま
で
に
申
請
し

た
方
を
掲
載
し
て
い
ま
す
（
申
請

順･

敬
称
略
）。

　
掲
載
を
希
望
す
る
方
は
、
左
記

へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　
高
齢
福
祉

課
（
区
役
所
２
階
⑤
番
）

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
２
２
１

お
め
で
と
う

　
　
ご
ざ
い
ま
す

 

金
婚
・
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
婚

アルバイト （会計年度任用職員 ・ 清掃事務所） 募集
 （夏期）

業務内容区内の家庭ごみ収集作業　対象18歳以上（高校生は除く）　
雇用期間 9月30日㈬まで　勤務日時日曜日を除く午前7時40分～午
後4時25分（1か月16日以内）　勤務地台東清掃事務所今戸庁舎、
清川清掃車庫　募集人数若干名　 給与（日額）9,445円（交通費別途
支給）　選考方法面接　申込方法履歴書（顔写真添付）を下記問合せ
先へ持参　問合せ台東清掃事務所 TEL（3876）5771

広報
（5）　令和2（2020）年　7月20日 第1257号

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】　パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにまずご相
談ください。▷日時　月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝休日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話 TEL 3847−3611〉

級②
介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
で
、

区
分
が
要
介
護
５
の
方

▽
利
用
で
き
る
資
料
（
貸
出
点
数
）　

図
書・雑
誌（
７
冊
ま
で
）、Ｃ
Ｄ（
２

点
ま
で
）、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
ビ
デ
オ
（
１

点
ま
で
）

▽
貸
出
期
間　
30
日
間
（
配
送
お
よ
び

び
返
送
の
日
数
含
む
）

▽
登
録
方
法　
必
要
書
類
を
直
接
左
記

問
合
せ
先
へ
持
参
か
郵
送
ま
た
は
フ

ァ
ッ
ク
ス
で
提
出

▽
必
要
書
類　
利
用
申
込
書
、
身
体
障

害
者
手
帳
ま
た
は
介
護
保
険
被
保
険

者
証
（
郵
送
の
場
合
は
コ
ピ
ー
で

可
）

※
詳
し
く
は
、
図
書
館
H
P
を
ご
覧

に
な
る
か
、
左
記
へ
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

▽
問
合
せ　
中
央
図
書
館

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
５
９
１
１

小
中
学
生
向
け
お
す
す
め
本

の
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
発
行
し

ま
し
た

　
図
書
館
が
選
ん
だ
お
す
す
め
本
を
紹

介
し
て
い
ま
す
。

　
区
立
小
中
学
校
に
在
学
中
の
児
童
・

生
徒
に
は
、
学
校
を
通
じ
て
配
布
し
て

い
ま
す
。

　
読
書
の
参
考
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▽
リ
ス
ト
名

・
こ
の
本
よ
ん
だ
？
（
小
学
生
向
け
）

・
テ
ィ
ー
ン
ズ
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
中
学

生
向
け
）

図
書
館
資
料
を
自
宅
へ
お
送

り
し
ま
す

　
身
体
の
障
害
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、

図
書
館
へ
来
館
す
る
こ
と
が
困
難
な
方

へ
、
図
書
館
の
資
料
を
お
送
り
し
ま
す
。

▽
対
象　
区
内
在
住
で
、
次
の
①
②
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、

左
記
の
等
級
に
該
当
す
る
方

　
下
肢
・
体
幹
・
移
動
機
能
障
害
１
～

２
級
、
心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・
ぼ

う
こ
う
・
直
腸
・
小
腸
機
能
障
害
１
・

３
級
、
免
疫
・
肝
臓
機
能
障
害
１
～
３

▽
配
布
場
所　
区
立
図
書
館

▽
問
合
せ　
中
央
図
書
館

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
５
９
１
１

令
和
２
年
度
第
１
回
区
政
サ

ポ
ー
タ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

▽
テ
ー
マ　
「
公
園
・
児
童
遊
園
の
利

用
に
つ
い
て
」「
台
東
区
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
に
つ
い
て
」「
区
議
会
に
つ

い
て
」

▽
閲
覧
場
所　
区
役
所
３
階
⑦
番
区
政

情
報
コ
ー
ナ
ー
、
図
書
館
の
ほ
か
、

区
Ｈ
Ｐ
「
区
民
の
声
」
に
掲
載

▽
問
合
せ　
広
報
課　

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
０
２
３

多
文
化
共
生
に
関
す
る
調
査

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
区
内
に
は
、
多
く
の
外
国
人
が
暮
ら

し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
方
々
と
の
間

に
あ
る
、
言
語
や
文
化
、
生
活
習
慣
の

違
い
を
相
互
に
理
解
・
尊
重
し
あ
い
、

活
躍
で
き
る
「
多
文
化
共
生
の
地
域
社

会
」
を
実
現
し
て
い
く
た
め
、
多
文
化

共
生
推
進
プ
ラ
ン
を
策
定
し
ま
す
。

　
そ
の
策
定
に
あ
た
り
、
基
礎
資
料
と

す
る
た
め
の
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
対
象
と
な
っ
た
方
に
は
、
８
月
下
旬

に
調
査
票
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
回
答

を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
期
間　
８
月
28
日
㈮
～
９
月
10
日
㈭

▽
対
象　
無
作
為
抽
出
し
た
満
18
歳
以

上
の
区
民
（
日
本
人
お
よ
び
外
国

人
）
の
７
千
人

▽
問
合
せ　
区
民
課

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
１
２
６

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
）
全
国
一
斉
試
験

放
送
を
実
施
し
ま
す

　
屋
外
に
設
置
し
て
い
る
防
災
行
政
無

線
（
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
）
か
ら
全
国
瞬

時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
の

起
動
確
認
の
た
め
、
試
験
放
送
を
行
い

ま
す
。

▽
日
時　
８
月
５
日
㈬
午
前
11
時
頃

▽
放
送
内
容　
チ
ャ
イ
ム
＋
「
こ
れ
は
、

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
。」（
３

回
繰
り
返
し
）「
こ
ち
ら
は
、
ぼ
う

さ
い
た
い
と
う
で
す
。」
＋
チ
ャ
イ

ム
▽
問
合
せ　
危
機
・
災
害
対
策
課

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
０
９
４

令
和
２
年
７
月
豪
雨
の
被
災

者
へ
の
義
援
金
を
受
付
け
て

い
ま
す

▽
受
付
期
間　
３
年
３
月
31
日
㈬
ま
で

●
募
金
箱
を
設
置
し
ま
す

▽
場
所　
区
役
所
１
階
、
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
、
区
民
事
務
所
・
同
分
室
、

地
区
セ
ン
タ
ー

▽
問
合
せ　
総
務
課
総
務
係

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
０
５
２

●
受
付
窓
口

▽
場
所　
区
役
所
３
階
③
番
区
民
課
、

区
民
事
務
所
・
同
分
室
、
地
区
セ
ン

タ
ー

▽
問
合
せ　
区
民
課
区
民
係

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
１
２
２

環
境

リ
サ
イ
ク
ル

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
正
し
い
分

別
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
週
１
回
の
資
源
回

収
日
に
収
集
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
排
出
量
が
増
え

ま
す
の
で
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
適
さ
な
い

物
が
混
入
し
な
い
よ
う
、
次
の
点
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

・「
Ｐ
Ｅ
Ｔ
」
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
る

物
が
対
象
で
す
。「
プ
ラ
」
ボ
ト
ル

は
燃
や
す
ご
み
で
す
。

・
水
で
ボ
ト
ル
の
中
を
ゆ
す
ぎ
、
つ
ぶ

設
に
入
所
中
の
方
、
病
院
等
に
３
か

月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
方
は
除

く
）

▽
支
給
額　
２
万
７
千
350
円

・
障
害
児
福
祉
手
当
（
国
制
度
）

▽
対
象　
20
歳
未
満
で
精
神
か
身
体
に

障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
時
の

介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
（
両
上
肢

　
・
両
下
肢
・
体
幹
・
内
部
機
能
お
よ

び
日
常
生
活
能
力
に
著
し
い
障
害
が

あ
る
）
に
あ
る
方
（
施
設
に
入
所
中

の
方
、
障
害
を
支
給
理
由
と
す
る
公

的
年
金
を
受
け
て
い
る
方
は
除
く
）

▽
支
給
額　
１
万
４
千
880
円

◆
以
降
、
右
記
記
事
の
共
通
項
目
◆

▽
所
得
限
度
額

手当名
（区制度） 扶養人数 本人所得および扶養義務者所得

心身障害者福祉
手当、難病患者
福祉手当  

0人 360万4千円
心身障害者福祉手当・20歳
以上の方の難病患者福祉手当
は本人のみの所得で判断

1人 398万4千円
2人目以降
1人につき 38万円加算

手当名
（国制度） 扶養人数 本人所得 扶養義務者所得

特別障害者手当、
障害児福祉手当

0人 360万4千円 628万7千円
1人 398万4千円 653万6千円

2人目以降
1人につき 38万円加算 21万3千円加算

▽
問
合
せ　
障
害
福
祉
課
（
区
役
所
２

階
⑩
番
）ＴＥＬ（
５
２
４
６
）１
２
０
１

元
気
情
報
紙 

＂コ
コ
カ
ラ＂

第
７
号
を
発
刊
し
ま
す

　
60
代
か
ら
始
め
る
、
こ
れ
か
ら
の
人

生
を
自
分
ら
し
く
イ
キ
イ
キ
と
過
ご
す

た
め
の
元
気
情
報
紙
で
す
。
第
７
号
の

特
集
は
「
お
口
の
健
康
」
で
す
。

▽
新
聞
折
り
込
み
日　
８
月
10
日
㈷

▽
折
り
込
む
新
聞　
毎
日
、
朝
日
、
読

売
、
産
経
、
東
京
、
日
経
の
６
紙

せ
る
物
は
つ
ぶ
す
。

▽
問
合
せ　
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
課

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
２
９
１

福
祉

（
高
齢
・
障
害
等
）

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
等
受

給
中
の
方
へ

―
所
得
額
に
よ
る
受
給
の
見

直
し
を
し
ま
す
―

　
令
和
元
年
中
所
得
（
２
年
度
課
税
標

準
額
）
に
よ
り
、
受
給
対
象
者
を
見
直

し
ま
す
。
以
前
に
所
得
超
過
の
た
め
資

格
喪
失
と
な
り
、
今
回
該
当
す
る
方
は
、

８
月
中
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
国
制

度
は
申
請
不
要
）。

・
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
（
区
制
度
）

▽
対
象　
申
請
時
20
歳
以
上
65
歳
未
満

で
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
、

愛
の
手
帳
１
～
４
度
、
脳
性
マ
ヒ
、

進
行
性
筋
萎
縮
症
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
（
施
設
に
入
所
中
の
方
、

難
病
患
者
福
祉
手
当
を
受
給
中
の
方

は
除
く
）

▽
支
給
額　
１
万
５
千
500
円
か
７
千
750

円
・
難
病
患
者
福
祉
手
当
（
区
制
度
）

▽
対
象　
申
請
時
に
65
歳
未
満
で
、
東

京
都
の
難
病
医
療
費
助
成
を
受
け
て

い
る
方
、
ま
た
は
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
費
助
成
を
受
け
て
い
る
方
で
、

手
当
の
対
象
疾
病
に
り
患
し
て
い
る

方
（
施
設
に
入
所
中
の
方
、
心
身
障

害
者
福
祉
手
当
・
児
童
育
成
手
当

〈
障
害
手
当
〉
を
受
給
中
の
方
は
除

く
）

※
対
象
疾
病
に
つ
い
て
は
、
区
Ｈ
Ｐ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
支
給
額　
１
万
５
千
500
円

・
特
別
障
害
者
手
当
（
国
制
度
）

▽
対
象　
20
歳
以
上
で
精
神
か
身
体
に

重
度
の
障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
で

常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状

態
（
両
上
肢
・
両
下
肢
・
体
幹
・
内

部
機
能
お
よ
び
日
常
生
活
能
力
に
著

し
い
障
害
が
あ
る
）
に
あ
る
方
（
施

▽
配
布
場
所　
左
記
問
合
せ
先
の
ほ
か
、

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど

▽
問
合
せ　
介
護
予
防
・
地
域
支
援
課

（
区
役
所
２
階
⑤
番
）

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
２
９
５

65
歳
以
上
の
方
の
心
身
障
害

者
医
療
証
（

医
療
証
）
の

新
規
申
請
は
８
月
31
日
㈪
ま

で
で
す

▽
対
象　
現
在
医
療
証
を
お
持
ち
で

な
い
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
８
月
31
日
現
在
65
歳
以
上

②
65
歳
未
満
で
身
体
障
害
者
手
帳
１
・

２
級
（
内
部
機
能
障
害
は
３
級
ま

で
）
か
愛
の
手
帳
１
・
２
度
ま
た
は

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
に

な
っ
た

③
令
和
元
年
９
月
１
日
以
降
、
生
活
保

護
を
受
け
な
く
な
っ
た
か
、
施
設
を

退
所
し
台
東
区
に
戻
っ
た
、
ま
た
は

都
外
か
ら
台
東
区
に
転
入
し
た

④
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保
険
に
加
入

し
て
い
る
か
、
２
年
度
の
住
民
税
が

非
課
税
で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る

▽
所
得
限
度
額

扶養人数 所得限度額
０人 360万4千円
1人 398万4千円

2人目以降1人につき 38万円加算
※世帯状況等に応じて各種控除が

受けられる場合あり

▽
必
要
な
物　
身
体
障
害
者
手
帳
か
愛

の
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
・
健
康
保
険
証
・
印
鑑

※
２
年
１
月
１
日
に
台
東
区
外
に
在
住

の
方
は
、
所
得
額
の
記
載
の
あ
る
元

年
度
と
２
年
度
の
住
民
税
課
税
（
非

課
税
）
証
明
書

▽
申
込
み
・
問
合
せ　
障
害
福
祉
課

（
区
役
所
２
階
⑩
番
）

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
２
０
１

　
台
東
保
健
所
保
健
予
防
課

　
ＴＥＬ
（
３
８
４
７
）
９
４
０
５
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柔
道
整
復
師
・
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ

指
圧
師
・
は
り
師
・
き
ゅ
う
師
・
介

護
福
祉
士
・
社
会
福
祉
士
・
保
育
士

　
・
理
容
師
・
美
容
師
・
栄
養
士
・
調

理
師
・
製
菓
衛
生
師
・
一
級
建
築
士

　
・
二
級
建
築
士
・
木
造
建
築
士

①
修
学
費
助
成

▽
支
給
期
間　
修
学
全
期
間
（
上
限
４

年
）

▽
支
給
額　
住
民
税
課
税
世
帯
は
月
額

７
万
500
円
（
修
学
期
間
の
最
後
の
１

年
間
の
み
月
額
11
万
500
円
）、
非
課

税
世
帯
は
月
額
15
万
円

②
修
了
支
援
給
付
金

▽
支
給
額　
住
民
税
課
税
世
帯
は
２
万

　
５
千
円
、
非
課
税
世
帯
は
５
万
円

●
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　
適
職
に
就
く
た
め
に
必
要
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
、
区
が
指
定
し
た
教
育

訓
練
講
座
の
受
講
料
等
の
一
部
を
給

付
し
ま
す
。

▽
対
象
講
座

①
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給

付
の
指
定
教
育
訓
練
講
座

②
雇
用
保
険
制
度
の
専
門
実
践
教
育
訓

練
給
付
の
指
定
教
育
訓
練
講
座

▽
支
給
額　
受
講
費
用
の
60
パ
ー
セ
ン

子
育
て
・
教
育

ひ
と
り
親
家
庭
の
就
業
や
学

び
直
し
を
支
援
し
ま
す

　
対
象
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
・
母

で
、
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

い
る
か
、
受
け
て
い
る
方
と
同
等
の
所

得
水
準
の
方
で
す
。

※
い
ず
れ
も
要
事
前
相
談

●
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　
経
済
的
自
立
に
効
果
的
な
資
格
を
取

得
す
る
た
め
、
１
年
以
上
養
成
機
関
等

で
修
学
し
、
就
業
（
育
児
）
と
修
学
の

両
立
が
困
難
な
場
合
に
、
生
活
費
の
負

担
軽
減
と
し
て
助
成
し
ま
す
。

▽
対
象
資
格　
看
護
師
（
准
看
護
師
を

含
む
）・
精
神
保
健
福
祉
士
・
理
学

療
法
士
・
作
業
療
法
士
・
保
健
師
・

助
産
師
・
言
語
聴
覚
士
・
視
能
訓
練

士
・
義
肢
装
具
士
・
臨
床
工
学
技
士

　
・
臨
床
検
査
技
師
・
診
療
放
射
線
技

師
・
歯
科
技
工
士
・
歯
科
衛
生
士
・

ト
（
①
１
万
２
千
円
～
20
万
円　
②

１
万
２
千
円
～
80
万
円
〈
年
間
上
限

20
万
円
・
最
大
４
年
間
〉）

●
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定

　
専
門
の
相
談
員
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策

定
し
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
関
係
機
関
と

連
携
し
て
自
立
・
就
労
を
支
援
し
ま
す
。

●
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
取
得
支
援

給
付
金

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
学
び
直
し
を
支
援

す
る
た
め
、
受
講
費
用
の
一
部
を
支
給

し
ま
す
（
20
歳
未
満
の
子
供
も
対
象
）。

▽
対
象
講
座　
民
間
事
業
者
等
が
実
施

す
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

の
対
策
講
座
（
通
信
制
も
含
む
）

①
受
講
修
了
時
給
付
金

▽
支
給
時
期　
対
象
講
座
修
了
時

▽
支
給
額　
受
講
費
用
の
40
パ
ー
セ
ン

ト
（
４
千
円
～
20
万
円
）

②
合
格
時
給
付
金

▽
支
給
時
期　
高
卒
認
定
試
験
の
全
科

目
合
格
時

▽
支
給
額　
受
講
費
用
の
60
パ
ー
セ
ン

ト
（
①
と
の
合
計
で
最
大
30
万
円
）

▽
問
合
せ　
子
育
て
・
若
者
支
援
課

（
区
役
所
６
階
⑦
番
）

　
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
２
３
２

子
育
て
心
理
相
談（
予
約
制
）

　
「
子
供
や
家
族
の
こ
と
で
イ
ラ
イ
ラ

し
て
し
ま
う
」「
自
分
に
、
子
育
て
に

自
信
が
も
て
な
い
」「
出
産
後
、
気
分

が
落
ち
込
み
が
ち
」
な
ど
、
保
護
者
の

相
談
を
専
門
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
お
受
け

し
ま
す
。

▽
日
程　
①
８
月
19
日
㈬　
②
８
月
25

日
㈫

▽
時
間　
午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

（
１
人
30
分
程
度
）

▽
対
象　
区
内
在
住
で
、
就
学
前
の
子

供
を
子
育
て
て
い
る
方

▽
場
所
・
申
込
み
・
問
合
せ

①
浅
草
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

　
ＴＥＬ
（
３
８
４
４
）
８
１
７
２

②
台
東
保
健
所
保
健
サ
ー
ビ
ス
課

　
ＴＥＬ
（
３
８
４
７
）
９
４
９
７

健
康

小
児
生
活
習
慣
病
予
防
健
診

　

生
活
習
慣
病
を
早
期
発
見
し
、
生
活

習
慣
の
見
直
し
や
改
善
に
つ
な
げ
る
た

め
実
施
し
ま
す
。

▽
期
間　
10
月
31
日
㈯
ま
で

※
な
る
べ
く
夏
休
み
期
間
中
に
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
場
所　
区
内
協
力
医
療
機
関

▽
対
象　
区
立
小
中
学
校
に
在
籍
す
る

小
学
４
年
生
、
中
学
１
年
生

▽
内
容　
生
活
習
慣
調
査
、
身
長
・
体

重
・
腹
囲
・
血
圧
測
定
、
血
液
検
査

▽
申
込
方
法　
対
象
の
児
童
・
生
徒
に

は
、
学
校
を
通
じ
て
受
診
票
を
配
付

し
ま
す
。
新
た
に
受
診
を
希
望
す
る

方
や
、
受
診
票
を
紛
失
し
た
方
は
左

記
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
学
務
課
保
健
給
食
係　

　

ＴＥＬ
（
５
２
４
６
）
１
４
１
３

　新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間、中止また
は内容を一部変更して実施します。最新の情報は、下記へお問
合せください。
　発熱等の症状が見られる時は、来所を控えるようお願いしま
す。また、各家庭でもこまめな手洗いや咳エチケット、手指の
アルコール消毒等感染症予防を行ってください。
　保健師による電話相談は、受付けていますので、下記へご連
絡ください。

育児相談

問合せ 台東保健所保健サービス課 TEL（3847）9497
浅草保健相談センター TEL（3844）8172

●1～3か月児の育児相談（予約制）
日時 場所

8月18日㈫午後1時30分～3時30分 浅草保健相談センター

8月26日㈬午後1時30分～3時30分 台東保健所

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
　新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間、時間予約制で
個別での相談のみ実施します。

日時 場所

8月6日㈭午後1時30分～2時30分 生涯学習センター
（はばたき21）

●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
　新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間、時間予約制で
個別での相談のみ実施します。
日時（受付は午前10時～10時15分） 場所

8月19日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター

8月25日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり親世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します。

※その他、必要に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。
問合せ厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター TEL 0120－400－903
台東区子育て・若者支援課 TEL（5246）1232

対象 申請 添付書類 支給日

基本給付
（１世帯5万円、
第2子以降1人
につき３万円）

①令和2年6月分の児童扶養
手当が支給される方 不要 不要 7月上旬から

順次

②公的年金等を受給しており、
令和2年6月分の児童扶養手
当の支給が全額停止される方

要

・ひとり親世帯であることが分
かる書類（戸籍謄本等）
・申請者の口座が分かる物
・受給年金額が分かる書類
・収入額が分かる書類
　（令和2年2月以降の任意の
1か月の収入について分かる
給与明細・帳簿等〈③のみ〉）

9月以降

③新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて家計が急変す
るなど、収入が児童扶養手当
を受給している方と同じ水準と
なっている方

追加給付
（１世帯5万円）

上記、基本給付金対象の①ま
たは②に該当する方のうち、
新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変し、
収入が減少した方

要 不要

　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している方に、現
況届の案内通知を発送します。現況届は今後１年間の手当の
支給可否を判定する大切な届です。
　児童扶養手当は8月31日㈪、特別児童扶養手当は9月11
日㈮までに手続きをしてください。
▷場所　児童扶養手当は区役所6階601会議室、特別児童扶

養手当は区役所6階⑥番子育て・若者支援課
▷問合せ　子育て・若者支援課 TEL（5246）1232

児童扶養手当・特別児童扶養手
当の現況届をお忘れなく

　新型コロナウイルス感染症緊急対策にかかるひとり親家庭
支援事業として、東京都が食料品等の提供を行います。対象
者には、7月22日㈬以降、区から申込書類（カタログ・申込
用はがき）を順次郵送します。
▷対象　2年6月分の児童扶養手当受給者（全部停止の方を

除く）、2年6月1日～7月31日までの間に新たに児童扶養
手当の受給者となった方

▷申込方法　区から郵送する申込書類に同封のはがきまたは
専用HP（7月31日㈮受付開始）から申込み

▷申込締切日　10月31日㈯（消印有効）
▷問合せ　事業の内容については、
　東京都福祉保健局育成支援課
　 TEL（5320）4125
　申込書類の不達・紛失については、
　台東区子育て・若者支援課
　 TEL（5246）1237

児童扶養手当受給者に食料品等
の提供を行います ひとり親世帯臨時特別給付金申請を受付けます

申請受付窓口を設置します
期間8月3日㈪～14日㈮午前9時～午後5時（水曜日は午後7時まで）、8月10日㈷午前9時～午後3時
※8日㈯・9日㈰は受付できません。　場所区役所6階601会議室
※申請書は区HPからダウンロードできます。
※申請受付窓口終了後は、郵送等での申請を3年2月26日㈮まで受付けます。
※児童扶養手当の受給資格がある方には、個別に案内を送付します。
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【はがきでの申込みについて】●台東区役所と生涯学習センターのみ、郵便番号を記載すれば住所を省略できます。台東区役所は「〒110－8615」、生涯学習センター
（中央図書館ほか）は「〒111－8621」です。（例）〒110－8615　台東区役所○○課　●往復はがきでの申込みは返信表面に住所・氏名を書いてください。

広報

など催しものなど催しもの など催しもの
平和に関するパネル展

▲「防空演習」　所蔵：台東区立下町風俗資料館

平和の尊さを伝え、平和への認識を高めて
もらうために、空襲や原爆被爆に関するパ
ネルや実物資料などの展示を行います。
期間 8月12日㈬～19日㈬（最終日は午後
4時まで）　場所区役所１階ロビー
問合せ 総務課 TEL （5246）1052

書道博物館から
●企画展「中村不折の世界」　不折の作品
を中心に、交流のあった子規や漱石の作
品、不折が影響を受けた江戸の書画を交え
て、不折の魅力を紹介します。　期間12
月13日㈰まで　 開館時間 午前9時30分～
午後4時30分（入館は4時まで）
入館料 一般500円、小中高生250円
休館日 月曜日（祝休日の場合は翌日）
場所・問合せ 書道博物館
TEL （3872）2645

朝倉彫塑館から
●常設展示内特集

「ASAKURA ZOO」
期間 9月9日㈬まで
開館時間 午前９時30分
～午後４時30分（入館
は４時まで）　入館料 一
般500円、小中高生250円※入館時は靴
を脱ぎ靴下着用　休館日 月・木曜日（祝
休日の場合は翌日）　問合せ 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

台東リバーサイドスポーツセン
ター屋外プールが開場します

期間 8月1日㈯～9月６
日㈰　時間 午前9時～
午後5時
・夜間プール開場
日時 8月1日㈯～20日
㈭午後6時30分～8時
30分（入場は7時30分
まで）※月曜日は閉場　
対象中学生以上の方
料金（1時間）大プールは一般200円、中
学生以下100円、小プールは100円※お
むつ使用の子供は利用不可※区内在住か在
勤の65歳以上の方は半額、障害者は料金
が免除されます（要件の確認できる物を持
参し、入場前に事務所で登録手続きが必
要）。※開場時間の変更や利用時の注意事
項等詳しくは、台東リバーサイドスポーツ
センターHPを確認してください。
場所・問合せ 台東リバーサイドスポーツセ
ンター TEL （3872）3181

介護予防教室参加者募集
日程（全10回）10～12月　時間①③午前
11時～正午　②④午後1時～2時

教室名（内容） 曜日 内容
お口元気度アップ（口の
健康度のチェックと体操） 火 ①橋場老人

福祉館

面白脳トレ（ゲーム、パ
ズルなどを通じて脳トレ）

月 ②入谷老人
福祉館

火 ③三筋老人
福祉館

セラバンドで筋力アップ
（筋力やバランス感覚を
整える体操）

月 ④老人福祉
センター

対象区内在住のおおむね65歳以上の方
定員 各10人（抽選）　費用 実費（教材費）　
持ち物 本人確認できる物（老人福祉施設
使用登録証、健康保険証等）、84円切手
申込方法 老人福祉センター・老人福祉館で
配布する申込用紙に記入し提出
申込締切日 8月20日㈭　 問合せ 老人福祉
センター TEL （3833）6541

リサイクル情報交換コーナー　
環境ふれあい館ひまわりの3階リサイクル
情報交換コーナーでは、家具･電化製品な
どの「ゆずります」｢ゆずってください｣
の情報をパネルに掲示しています。ご利用
ください。※詳しくは、下記へお問合せく
ださい。
問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク
ルショップ TEL （3866）8361

第3回革小物　手作り教室「世
界にひとつのオリジナルブレス」

日時 9月12日㈯午後
1時30分～4時
対象 区内在住か在勤

（学）の小学5年生以
上の方※小学生は保
護者同伴　 定員 10
人（抽選）　講師 丸山有紀子氏（ものづく
り工房）　費用１,000円（勤労者サービス
センター会員は500円）　申込方法 往復は
がきに催し名・住所・氏

ふりがな
名・年代・電話番

号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・
所在地、会員は会員番号を書いて下記問合
せ先へ　 申込締切日 8月22日㈯（必着）
場所・問合せ 〒111－0023　台東区橋場
1－36－2　産業研修センター
TEL （3872）6780

柳北スポーツプラザ屋内プール
がオープンします

期間 8月1日㈯～9
月30日㈬午前9時
～午後8時20分
※時間入れ替えあ
り。人数制限等詳
しくは、区HPを確認してください。
利用料金（1時間）大人（15歳以上）250円、
子供（14歳以下）100円
減額利用料金（1時間）高齢者（65歳以上）
120円、障害者は無料※初めて利用する
方は、身体障害者手帳・登録申請が必要
利用方法 1階受付の券売機で利用券を購入
※利用は個人のみ　 親子の時間 毎週土曜
日・8月20日までの毎週木曜日（水深60
センチメートル）・日曜
日・祝日（水深80セン
チメートル）の午前9時
～11時、正午～午後2時
※浮き輪等利用可

場所・問合せ 柳北スポーツプラザ
TEL （3865）2614　 問合せ スポーツ
振興課 TEL （5246）5853

第43回台東区美術展作品募集
日程 9月11日㈮～16日㈬　場所 隅田公園
リバーサイドギャラリー　対象 区内在住
か在勤（学）の高校生以上の方
出品種目 日本画・水墨画・洋画・版画・
彫刻　出品点数 1人1点（未発表の作品に
限る）　 作品規格 絵画は100号Fサイズ以
内、彫刻は高さ60×横幅40×奥行40セ
ンチメートル以内　搬入日時 9月7日㈪午
前10時～午後0時30分※出品の事前申込
不要、作品を搬入日に直接会場へ持参
搬出日時 9月16日㈬午後3時～3時30分
出品要項 生涯学習センター、区民事務所・
同分室、地区センター、社会教育センター、
社会教育館で配布　問合せ 生涯学習課
TEL （5246）5815

図書館のこども室から
●ぬいぐるみおと
まり会　ぬいぐる
みを預かり、ぬい
ぐるみが読書や図
書館を探検する様
子をアルバムにします。また一人一人に合
わせた本の紹介をします。　日程ぬいぐる
み預かりは8月6日㈭～26日㈬、ぬいぐる
み・アルバムのお渡しは28日㈮午後１時か
ら1週間程度　ぬいぐるみ受取・受渡場所 中
央図書館こどもとしょしつ　対象図書館利
用登録のある幼児～小学校低学年
定員 10人（先着順・ぬいぐるみは1人1体)
※初めての方のみ参加可　申込開始日時 ８
月6日㈭午前９時　 申込み・問合せ 中央図
書館 TEL （5246）5911

介護職員　就業促進事業
介護の現場で働きながら、介護の資格を無
料で取得できます。　雇用期間 3年1月末
まで※最長6か月　対象介護の資格を持っ
ていない方（初任者の資格をお持ちの方を
含む）で、介護職員として働くことを希望

する方　勤務地 区内の高齢者施設
時給 1,100円※雇用終了後、合意の場合
は継続雇用可　 申込締切日 10月16日㈮
申込み・問合せ 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

講座・相談会講座・相談会講座・相談会などなどなど

若手経営者サポートセミナー
（前期）
日程（全5回） 9月16日・30日、10月14

日・28日、11月11日の水曜日　時間 午
後7時～9時　場所 台東区中小企業振興セ
ンター会議室　対象 企業の後継者や、事
業を始めたばかりの新人経営者等
定員 20人（先着順）　講師 中小企業診断
士等　費用 5,000円（5回分）
申込方法 申請書（台東区産業振興事業団
HPからダウンロード可）に記入し、下記問
合せ先へ　 問合せ 台東区産業振興事業団
TEL （5829）4124
FAX（5829）4127
Eメール keiei@taito-sangyo.jp

無料建築相談
日時 8月6日㈭、9月3日㈭午後1時～4時　
場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）
TEL （5246）1468

第4回CAD入門講座
「Root PrｏCAD」ソフトを使って、靴・
鞄・帽子等の設計を効率的に行うための入
門講座です。　 日時（全2回）9月1日㈫・
2日㈬午後6時15分～8時45分　対象 区
内在住か在勤（学）で全日程受講可能な方
定員 4人（抽選）　講師清水直人氏
費用 3,000円（2回分）　 申込方法 往復は
がきに講座名・住所・氏

ふりがな
名・年代・電話番

号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・
所在地を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 8月12日㈬（必着）
場所・問合せ 〒111－0023　台東区橋場
1－36－2　産業研修センター
TEL （3872）6780

区有施設等の利用時には、咳エチケッ
トの徹底やマスクの着用等、ご協力を
お願いします。

区主催イベントの実施状況については、右記二次元コードよりご確認ください。

問合せ ふるさと交流ショップ TEL （3874）8827
都市交流課 TEL （5246）1016

臨時出店！「ふるさと交流ショップ 台東」に
千束通り商店街が出店します

　新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、ふるさと交流ショップ 台東は休業
状態が続いていましたが、千束通り商店街の協力で、各店舗の品を集結させ、8月
25日㈫（水曜日定休）まで営業を再開します。また、千束通り商店街と繋がりがあ
る全国各地の事業者が、特産物などを販売します。
▷時間　午前10時～午後7時
▷場所　浅草4－36－5（千束通り商店街内）
※新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、

営業時間変更または休業になる場合があります。
※マイバッグの持参にご協力をお願いします。

　毎月2回、5日と20日に発行している区の広報「たいとう」の内容を録音した、「声
の広報」（カセットテープ版・デイジー版）を作製し、郵送で貸出
しています。
▷対象　区内在住の視覚障害のある方
▷申込み・問合せ
　広報課（区役所３階⑧番） TEL （5246）1021

「声の広報」を貸出しています
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新型コロナウイルス感染症の影響により、「区民のひろば」の催しものなどの開催が中止・延期となる場合があるため、掲載を休止いたします。

「台東区ヴァーチャル美術館」は、区が所蔵する「台東区長賞」・「台東区長奨
励賞」受賞作品や東京藝術大学大学院の修了制作の一部として制作された「敦
煌莫高窟壁画」の模写作品、台東区立書道博物館の所蔵品などを紹介するウェ
ブサイトです。作品の画像や作者の紹介などを掲載しています。※上記二次
元コードからご覧ください。　問合せ文化振興課 TEL（5246）1153

◀昭和61年度台東区長賞
　受賞作品（日本画）
　「流」押山治

　台東区町会連合会（三浦敏明会長）の
定例会が7月2日に開催され、次の件に
ついて区役所の担当課から説明があり、
協力していくことになりました。
　令和2年度防災指導者講習会の実施に
ついて　ほか10件

台東区ヴァーチャル美術館

この下は広告欄です。内容については各広告主にお問合せください。

10言語対応「広報たいとう」
デジタルブックで配信中！

◆ブラウザでもアプリでも、スマホやタブレットで読める
◆読みやすいUDフォントで読めて、サイズも調整できる
◆動画や写真も楽しめる
◆10言語で読める・聞ける（音声読み上げ対応※）

Delivering
 Multi Lan

guages!

This Public relations magazine
can be read in 10 languages

※ベトナム語、一部ブラウザ版は音声読み上げに対応しておりません。
　音声読み上げには、無料アプリ（カタログポケット）のインストールが必要です。

暮らしのしおりも
閲覧できます!

FREE APP

無 料

YouTube／台東区公式チャンネル内に
「おうちde充実タイム」のコーナーができました！
自宅で簡単にできる体操や楽しめる運動、地域のお
祭りなどの映像をまとめています。下記二次元コー
ドより、ご覧ください。
※区が過去に制作した番組の一部を配信しています。

問合せ
広報課（CATV担当）
TEL（5246）1041

●台東区のじどうかんみんなで幼児タイム Part②（14分） C
●旧作品　お口の体操 Part①（6分） 午前9時54分
8月23～29日
●旧作品　寛永寺特別公開～根本中堂と徳川
歴代将軍霊廟（14分） B
●旧作品　グローカルシネマ大作戦～世界90ヶ国の人
が住む 僕たちのまち台東区～（20分） 午前9時34分
●旧作品　お口の体操 Part②（6分） 午前9時54分
8月30日～9月5日
●台東区江戸創業事業所 紹介④（6分） B
●旧作品　台東区の施設紹介（一葉記念館、書
道博物館、朝倉彫塑館）（14分） 午前9時26分
●旧作品　幼児食へのステップアップ（20分） C

8月2～8日
●こんにちは区長です（5分） Ａ
●ニュースたいとう（15分） 午前9時5分
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知らせ
●台東区の犯罪発生状況とその対策について（6分） B
●令和2年度 第1回 おもてなし講座（14分）
 午前9時26分
●（仮称）隅田川花火大会の歴史を振り返る（14分） C
●旧作品　自転車ルール・マナーの普及啓発について（6分） 午前9時54分
8月9日～9月5日
●ニュースたいとう（20分） Ａ
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知らせ
8月9～15日
●（仮称）生誕像が設置されました（6分） B
●自宅でできる簡単な運動をご紹介します（6分） 午前9時26分
●旧作品　食品衛生すごろく（14分） 午前9時32分
●旧作品　隅田公園花の名所づくり ボラン
ティア活動記録（14分） 午前9時46分
※2～13日は午前7時台・午後7時台・9時台・11時台
8月16～22日
●区立中学校選択制度（20分） B

11ch8・9月の区役所制作番組案内

○ 放送時間のご案内　�A午前9時
B午前9時20分　C午前9時40分
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と
午後5時台と午後9時台

◀︎YouTube
　台東区公式チャンネル

▷問合せ　広報課CATV担当 TEL（5246）1041

◇番組に対するご要望・ご感想
をお待ちしています。

幼児用ヘルメットを１歳児に無償配付します
　今年度のみ、2歳児も対象です。
　配付は対象のお子様に対して1回限りとなります。
　発送に時間がかかりますので、案内到着後は、早めにお申込みください。
▷対象
・区内在住で平成30年4月2日～31年4月1日生まれの2歳児
・区内在住で平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれの1歳児
▷申込方法　対象者へ送付した案内に同封の申込書を記入後、持参または返
送用封筒（84円切手貼付）で郵送

※2歳児対象の方は、すでに案内を発送しています。
※1歳児対象の方は、誕生月の翌月に案内を発送します。
▷申込締切日　2歳児は、3年3月31日㈬
　（必着）
※１歳児は、申込書に記載あり
▷問合せ　生活安全推進課
　 TEL（5246）1044

町会連合会だより町会連合会だより

▷日時　月～金曜日午前9時～正
午、午後1時～4時※土・日曜日
　・祝日を除く
▷問合せ　永寿総合病院
　認知症疾患医療センター
　 TEL（3833）8381㈹

永寿総合病院
認知症疾患医療センター
「物忘れ」電話相談
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